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３  今後の取組 
  (1) 65歳までの雇用確保措置の確実な実施 
    ①  雇用確保措置未実施企業に対する指導の実施 
        本年6月1日時点の高年齢者雇用状況報告によると、51人以上の規模の企業におけ

る雇用確保措置は着実に進展しているが、未実施企業が194社あることから、引き続
き、神奈川県労働局、ハローワークの幹部等による個別指導を強力に実施し、早期
解消を図るとともに、今後は、特に50人以下規模の企業に対して、重点的に集団指
導や個別指導を行うとともに、雇用確保措置の導入に向けた取組を行う事業主団体
に対する奨励金の活用促進等を通じて、雇用確保措置の実施を図る。 

 
    ②  雇用確保措置の充実   
        上記の雇用確保措置の実施に係る指導に加えて、勤務時間の多様化、職域拡大、

処遇改善等を通じて、希望者全員の65歳までの継続雇用、定年の引上げ、定年の定
めの廃止といった雇用確保措置の充実に取り組んでいくよう、企業に積極的に働き
かけを行う。 

 
  (2) 「70歳まで働ける企業」の普及・啓発 
      少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の減少、団塊世代の60歳の定年年齢への到
達等を踏まえ、高年齢者が意欲と能力のある限りいくつになっても働ける社会の実現
に向け、事業主団体等による70歳までの高年齢者の一層の雇用に向けた取組の支援、7
0歳以上の定年への引上げ等に係る「定年引上げ等奨励金」の積極的な活用についての
企業への働きかけ等により、「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。 

 
 


